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大津市告示第201号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により都市計画を決定したので、同法第20条第１項

の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

  平成25年８月12日

大津市長  越    直  美

１ 都市計画の種類及び名称 大津湖南都市計画地区計画 仰木の里七丁目地区地区計画

２ 都市計画を決定した土地の区域 大津市仰木の里七丁目の一部

３ 図書の縦覧場所 大津市役所都市計画部都市計画課

（平成25年８月12日掲示済）

大津市告示第202号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定により都市計画

を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同法第

21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

  平成25年８月12日

大津市長  越    直  美

１ 都市計画の種類及び名称 大津湖南都市計画道路 ３・４・53号今堅田真野線

２ 都市計画を変更した土地の区域 大津市真野一丁目の一部

３ 図書の縦覧場所 大津市役所都市計画部都市計画課

（平成25年８月12日掲示済）

大津市告示第203号

景観法（平成16年法律第110号）第８条第１項に規定する景観計画を変更したので、同法第９条第８項におい

て準用する同条第６項の規定により次のとおり告示し、及び景観行政団体及び景観計画に関する省令（平成16年

農林水産省・国土交通省・環境省令第１号）第３条の規定により当該変更後の景観計画の図書を公衆の縦覧に供

する。

  平成25年８月12日

大津市長  越    直  美

１ 変更した景観計画の名称 大津市景観計画

２ 効力の発生する日 平成25年８月12日

告 示
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３ 図書の縦覧場所 大津市役所都市計画部都市計画課

（平成25年８月12日掲示済）

大津市告示第204号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、平成25年８月15日から同月30日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成25年８月15日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間
変 更 の

前後の別
敷地の幅員
（メートル)

延 長
(メートル)

市道幹2161号線
大津市和邇中字半道524番１地先から

大津市和邇中字半道524番１地先まで

変更前 10.0 39.2

変更後 最小13.0～最大15.3 39.2

市道北7009号線
大津市八屋戸字久川原2351番１地先から

大津市八屋戸字久川原2351番１地先まで

変更前 最小 4.3～最大 6.0 4.0

変更後 最小 4.3～最大 5.6 4.0

市道中3511号線
大津市御幸町111番４地先から

大津市御幸町111番４地先まで

変更前 9.3 1.3

変更後 36.0 1.3

（平成25年８月15日掲示済）

大津市告示第205号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成25年８月15日から同月30日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成25年８月15日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間 供用開始年月日

市道幹2161号線
大津市和邇中字半道524番１地先から

大津市和邇中字半道524番１地先まで
平成25年８月15日

市道中3511号線
大津市御幸町111番４地先から

大津市御幸町111番４地先まで
平成25年８月15日

（平成25年８月15日掲示済）

大津市告示第214号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として、次のものを指定した。

  平成25年９月２日

大津市長  越    直  美

事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地
設置者の名称

主たる事務所

の 所 在 地

障 害 福 祉

サービスの種類

指 定

年月日
事業所番号

maison de Reve 大津市南小松119

番地の１

特定非営利活動

法人夢の木

大津市北比良

1043番地の146

共同生活介護・

共同生活援助

平成25年

８月１日

2520100260

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

公 告
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第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。

平成25年８月９日

大津市長  越    直  美

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

京都市東山区泉涌寺東林町41番

地の39

廣瀬 三省

開発区域

大津市稲津二丁目字大畠35番

及び38番３

開発行為に関する工事の区域

上記地先大津市法定外道路及

び普通河川等

開発区域

2,513.82㎡

開発行為に関す

る工事の区域

106.18㎡

平成25年

８月８日

第1129号

（平成25年８月９日掲示済）

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。

平成25年８月22日

大津市長  越    直  美

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

大津市大物665番地の７

社会福祉法人琵琶湖愛輪会

理事長 西地 孝介

大津市大物字青柳667番４、同番

６、668番の一部、同番５の一

部、同番43、934番１、同番９、

938番３、939番１、940番、941

番、942番１及び同番２

5,123.45㎡ 平成25年

８月12日

第1130号

（平成25年８月22日掲示済）


